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①発熱等風邪の症状を確認した場合。

②保健所から、濃厚接触者あるいは、感染者との接触の可能性がある者として認められた場合。
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　単位団関係者（「団員」や「指導者」・「役員」・「スタッフ」、また「その家族等」）が、下記①あるいは②の状況を認
めた場合には、以下のフロー図に従い対応を図ることとする。
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ＰＣＲ検査の必要性
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単位団代表者へ結果の連絡

保護者は、単位団代表者へ速やかに連絡すること。

保護者は、単位団代表者へ連絡活

動

中

【単位団の活動停止】

１．ＰＣＲ検査の対象であるこ

との連絡を受けた代表者は、単

位団として”活動を停止”するこ

ととし、単位団全登録者へ速や

かに周知を図る。

２．代表者は、市町少年団事務

局へ、活動を停止したことを伝

え、その後、検査結果も報告す

る。

３．市町事務局は、県本部事務

局へ活動を停止した単位団の状

況を報告する。

４．関係者は情報の収集に努め

再開の時期を協議する。
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ＰＣＲ検査の対象者となる

活動を再開するには

活動の再開には、以下の条件を満たす必要があり、再開することを市町事務局及び県本部へ報告することとする。

１．活動場所及びその周辺、また使用している用具等をすべて消毒すること。

２．関係者のＰＣＲ検査が完了し、“感染者と接触した可能性がある者”全員の「陰性」を確認。

★感染症の拡大状況は、個人の様々な生活行動やその状況が複雑に関係していることから、活動の停止や再

開についての判断は非常に難しいと予想される。そのため、市町事務局及び県本部は、単位団代表者等と適

切に協議することが望まれる。
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